
終末期相談支援料について  

ねらい：ご本人の望む納得のいく診療方針で、残された日々を充実した形で  

過ごすことの実現。本人の希望する診療内容等を医療関係者等で共有  

内 容‥あくまでもご本人の同意のもと、医師が、診療方針等について話し合い  

を行い、文書にまとめ、ご本人に提供した場合に、2，000円を1回に  
限り算定（入院患者は退院時又は死亡時に算定）  

しかしながら、  

○ 医療費の抑制を目的とするものではないかとの誤解  

○ 患者一家族に選択を迫ることにつながるのではないかとの不安  

¢  

H20．7．1～ 算定を凍結  

○ 終末期における相談支援の実態に関する検証を実施。  

○ 対象を75歳未満の方に引き下げることも含め、今後検討。   



高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減等について（抄）  

平成20年6月12日  

政 府   与 党  

新たな高齢者医療制度は、これまでの老人保健制度の問題点を解決すべく、長年に  

わたり、多くの関係者が議論を積み重ねた上で、国民皆保険制度を将来にわたり維持  

するため、現役世代と高齢者でともに支え合うものとして設けられることとなった。   

高齢者の方々の医療費を国民全体で分かち合っていく仕組みは、高齢者の方々の医  

療を守っていくためにも必要であり、その円滑な運営を図るため、引き続き地方自治  

体関係者とも十分連携しながら、制度の趣旨・必要性を懇切丁寧に説明し、ご理解を  

いただく努力を重ねていく必要がある。   

こうした中で、本年4月からの制度の施行状況等を踏まえ、制度の円滑な運営を図るた  

め、高齢者の置かれている状況に十分配慮し、次の1から7の通り、きめ細かな措置を早  

急に講ずるとともに、地方自治体関係者と十分連携して、さらに広く国民に周知する。  

3．診療報酬における終末期相談支援料については、当面凍結することを含め、取扱いに   

ついて中医協で議論を行い、速やかに必要な措置をとるとともに、検証する。後期高齢者   

診療料についても、中医協で速やかに具体的な検証作業に着手する。  

ポ   



後期高齢者終末期相談支援料創設の経緯について  

凋在り方に関する特別部会での議論  

【後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子（平成19年10月10日】   

2．後期高齢者医療の診療報酬に反映すべき事項  

（4）終末期における医療について  

（終末期の医療）  

○ 患者が望み、かつ、唐j＝ことって二最もよい終末期医療が行われるよう、本  

人から書面等で示された終末期に希望する診療内容等について、医療関係者  

の 対応等について、あらかじ  緊急時   終末期の病状や  等で共有するとともに、  

め家族等に情報提供等を行うことが重要であり、これらの診療報酬上の評価  

方について検討するべきである。（後略）  の在り   

乙」社会保障審言義会医療保険部会■医療部会での議論  

【平成20年度診療報酬改定の基本方針（平成19年12月3日）】   

3 後期高齢者医療の診療報酬体系  

後期高齢者医療の新たな診療報酬体系については、「後期高齢者医療の診療報酬   

体系の骨子」（平成19年10月10日。後期高齢者医療の在り方に関する特別部会）  

が定められたところであるが、中央社会保険医療協議会（以下「中医協」という。）  

においては、この趣旨を十分に踏まえた上で審議が進められることを希望する。  

蔓⊥中央社会保険医療協言義会への諮阻  

【諮問書（平成20年度診療報酬改定について）（平成20年1月18日）】   

健康保険法‥（中略）‥の規定に基づき、平成20年度診療報酬改定について、   

貴会の意見を求めます。   

なお、答申に当たっては、別紙1「平成20年度診療報酬改定について」、別紙2  

「平成20年度診療報酬改定の基本方針」（平成19年12月3日社会保障審議会医療  

保険部会・社会保障審議会医療部会）及び別紙3「後期高齢者医療の診療報酬体系  

の骨子」（平成19年10月10日社会保障審議会後期高齢者医療の在り方に関する特  

に基づき行っていただくよう求めます。   別部会）  




